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 府 政 防 第 １ ４ ５ 号 

令和６年１月２９日 

月 日 

各都道府県被災者台帳主管部（局）長 殿 

 

              内閣府政策統括官（防災担当）付 

   参事官（避難生活担当） 

     

          

令和６年能登半島地震における被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

並びに広域避難者の支援に係る情報の連携について（依頼） 

 

 

被災者一人ひとりの被害の状況を適切に把握し、公平な支援を効率的に実施

するためには、個々の被災者の状況を一元的に集約した被災者台帳の作成・活用

や、被災市町村、広域避難者の受け入れ市町村、都道府県、民間の支援団体等の

情報連携が重要です。つきましては、下記に留意の上、関係部局、管内の市町村

に周知いただくとともに、被災市町村におかれては、被災者台帳の作成・活用に、

広域被災者の受け入れ市町村及び都道府県におかれては、被災市町村と連携し

た被災者の支援に取り組んでいただきますようお願いします。なお、本通知は、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第 245 条の４第１項の規定による

技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

被災者一人ひとりの支援を効率的に実施するためには、個々の被災者の状況

を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災自治体の関係部局内で共有・活用

することが効果的であり、被災者の負担軽減にもつながります。特に、令和６年

能登半島地震では、住所を有する場所と異なる自治体での避難生活も想定され

ることから、被災者台帳等を活用し、自治体間で情報の連携を適切に行うことが

より重要となります。つきましては、下記のとおり、被災者台帳の作成と活用、

自治体間や民間の支援団体との情報連携に当たってのポイントを整理しました

ので、地域の実情に応じ、取組の参考としてください。 

 

１．被災者台帳の作成 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害

の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認められると

きは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳（被災者台帳）を作成する



2 
 

ことができます（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第 90条

の３第１項）。 

被災者台帳の利用のイメージ 

被災者台帳の 

利用イメージ 

具体的内容 

添付書類の省略（台帳

作成市町村の手続） 

・被災者が市町村に対し給付・減免等の申請を行う場合、市町村が被

災者の被害状況や罹災証明書の交付記録等を確認することにより

手続を進め、罹災証明書等の添付を不要とする。 

添付書類の省略（台帳

作成市町村以外の者

の手続） 

・被災者が台帳作成市町村以外の者に対し公共料金減免等の申請を行

う場合、台帳作成市町村からその者に対し台帳情報の提供を行うこ

とにより、被災者からその者への罹災証明書等の添付を不要とす

る。（ただし、地方公共団体以外の者に台帳情報を提供する場合は、

台帳情報の提供について本人同意が必要） 

被災状況に応じた援

護の漏れ防止 

・給付金、各種減免猶予、義援金等を受けられる要件を満たしている

にもかかわらず手続がなされていない者を台帳情報から抽出して

案内を行う。 

二重支給等の防止 ・台帳情報を確認することにより給付金、各種減免猶予、義援金等が

二重に支給されることがないようにする。 

被害状況や居所・連絡

先等の共有 

・各部署等が行う被災者の援護の実施状況や、住所地から避難した場

合などにおける現在の居所・連絡先等を被災者台帳に記載・記録し

て共有することにより、各部署が重複して被災者の状況や居所・連

絡先の確認を行うことなく、市町村が保有している直近の情報を基

に迅速に援護を行う。 

・被災者の被害状況やこれまでの援護の記録等から、今後の被災者の

生活再建に向けた措置の検討等に利用する。 

要配慮者への援護 ・避難行動要支援者名簿に記載されていない要配慮者に対しても適切

な援護を行うため、必要な配慮内容に応じ、要件に当てはまる者を

抽出する。 

 

被災者台帳の作成に当たっては必要な限度で、その保有する被災者の氏名そ

の他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外

の目的のために内部で利用することができます。また、関係地方公共団体の長そ

の他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることもできます。これら

の規定を運用することは、効率的な被災者台帳の作成につながりますので積極

的に活用ください。 

被災者台帳に記載することとされている事項は次のとおりです。具体的に法

律で定められている事項の他にも、被災者の援護の実施に関し市町村長が必要

と認める事項を記載することができます。避難所の避難者名簿や在宅避難者等

の避難所外の被災者の訪問等に関する情報についても、被災者台帳に集約する

ことで、一元的な被災者の情報管理ができるほか、居所の確認等ができていない

被災者の把握といったことにも活用できます。 
法令上の事項 

（根拠規定） 

・氏名（法第 90 条の 3 第 2 項第 1 号） 

・生年月日（法第 90 条の 3 第 2 項第 2 号） 

・性別（法第 90 条の 3 第 2 項第 3 号） 

・住所又は居所（法第 90 条の 3 第 2 項第 4 号） 

・住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況（法第 90 条の 3
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第 2 項第 5 号） 

・援護の実施の状況（法第 90 条の 3 第 2 項第 6 号） 

・要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由（法第 90

条の 3 第 2 項第 7 号） 

・電話番号その他の連絡先（規則第 8 条の 5 第 1 号） 

・世帯の構成（規則第 8 条の 5 第 2 号） 

・罹災証明書の交付の状況（規則第 8 条の 5 第 3 号） 

・市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供することに被災者本

人が同意している場合には、その提供先（規則第 8 条の 5 第 4 号） 

・前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその

日時（規則第 8 条の 5 第 5 号） 

・被災者台帳の作成に当たって行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第

5 項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る個人

番号（規則第 8 条の 5 第 6 号） 

・前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市町村長が必

要と認める事項（規則第 8 条の 5 第 7 号） 

 

被災者台帳の作成、管理、利用に当たっては、デジタル技術の活用が効率的で

す。職員の負担軽減の観点からもデジタル技術の活用を検討ください。 

 

２．他の地方公共団体への提供 

被災者台帳の情報は、他の地方公共団体から台帳情報の提供の申請があった

場合、当該地方公共団体が行う被災者の援護に必要な限度で、本人の同意なく、

当該地方公共団体に台帳情報を提供することができます（災害対策基本法第 90

条の４第３号、災害対策基本法施行規則（（昭和三十七年総理府令第五十二号）

第８条の６）。 

 これにより、氏名、電話番号等の被災者に係る台帳情報を、県や被災者を受け

入れる県内外の市町村に提供することができ、広域避難者の把握や支援に活用

できます。 
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３．地方公共団体以外の者への提供 

 被災者台帳作成市町村は、民間の支援団体等の地方公共団体以外の者から台

帳情報の提供の申請があった場合、本人の同意があるときに限り、当該申請者に

台帳情報を提供することができます（災害対策基本法第 90条の４第１号、災害

対策基本法施行規則第８条の６）。 

 地方公共団体以外の者へ台帳情報を提供する場合には、本人の同意が必要と

なります。訪問等により被災者の状況確認を行う際や公的支援の利用申請の際

に、支援の実施のために、氏名、電話番号、住所等の台帳情報を民間の支援団体

等に提供することについて同意を取得しておくことが効果的です。 

また、申請者は利用目的を明らかにする必要があるとともに、申請書の提出を

受けた市町村は、当該提供により、不当な目的に使用される恐れがあると認めら

れる場合には、提供を控える必要があることに留意ください。 

 

４．被災市町村以外の自治体におけるデータベースの作成・情報の提供 

 災害対策基本法における被災者台帳は、被災した市町村が作成することがで

きるとされており、災害対策基本法の規定を利用して台帳情報の提供や利用を

行うことができるのは被災市町村に限られています。 

 他方で、広域避難等により被災市町村以外の市町村が被災者を受け入れてい

る場合や都道府県が広域的に管理する場合は、受け入れ側の市町村や都道府県

が被災者の情報を一つのデータベースに整理し、その支援情報を記録するとと

もに、被災者の住民票がある被災市町村や都道府県、民間の支援団体と、必要な

情報連携をすることが重要です。 

 ２．に記載しているとおり、被災自治体へ申請することで、被災自治体から必

要な被災者の情報提供を受けることができます。 

他方で、被災市町村以外の市町村や都道府県が、被災者の住民票がある被災市

町村や都道府県、民間の支援団体に被災者の支援に係る情報を共有する場合は、

個人情報保護法の規定に従うこととなります。被災者から情報を取得する際に、

住民票がある被災市町村や都道府県、支援に関わる民間の支援団体等に被災者

に係る情報を提供すること等を利用目的に明示するなど、適切な運用をお願い

します。 

 

５．個人情報の保護 

 個人情報の活用においては、個⼈情報保護法や災害対策基本法に則り、個⼈の

権利利益を保護する必要があります。例えば、配偶者からの暴力（ＤＶ）やスト

ーカー行為の被害者等、特に個⼈の権利利益を保護する必要がある者には十分

な配慮が必要です。 

 地方公共団体の機関については、「行政機関等」（個⼈情報保護法第 2 条第 11 

項）に該当し、行政機関等の義務等に関する個⼈情報保護法第 5 章の規定を順

守する必要があります。個人情報保護法の各規定の解釈等については、個人情報
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保護委員会ウェブサイトで公表されている以下の資料を参照してください。 

 

【行政機関等に係るガイドライン等】  

・個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン（⾏政機関等編）  

・個⼈情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（⾏政機関等向け）  

・個⼈情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ （⾏政機関等編） 

 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal 

 

 

（参考） 

・被災者台帳の作成等に関する実務指針（平成 29 年３⽉）  

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/hisaisya_jitumuho

ntai.pdf 

※被災者台帳の作成等の詳細については、こちらをご確認いただき、ご活用くだ

さい。 

 

以 上 

 

＜問い合わせ先＞ 
〇通知全般について 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付  

参事官補佐 新井、主査 信藤 
TEL：03-3502-6984（直通） 

〇被災者台帳の制度について 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付  

参事官補佐 吉田、早川 
TEL：03-3502-6984（直通） 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/hisaisya_jitumuhontai.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/hisaisya_jitumuhontai.pdf

